
 

天栄村農林水産物直売施設「季の里天栄」指定管理者募集要項 

 

趣旨 

 この要項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４４条の２第３項

の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの（以下、「指定管理者」という。）に天

栄村農林水産物直売施設「季の里天栄」の管理運営を行わせるに当たり、当該施設の指定管理者を募集す

るため、天栄村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年天栄村条例第２５号。以下

「手続条例」という。）および同条例施行規則（平成１７年天栄村規則第２４号。以下「手続条例施行規

則」という。）、天栄村農林水産物直売施設設置条例（令和５年天栄村条例第１号。以下「直売施設設置

条例」という。）等により、その実施に必要な事項を定めるものとする。  

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称   天栄村農林水産物直売施設「季の里天栄」（以下「直売施設」という。）   

（２）施設の所在地  天栄村大字大里字天房 41-2外 

 （３）施設の概要   敷地面積 16,098.31㎡ 

施設区分 規模等（建物は延べ床面積で表示） 

直売施設 構 造 等：鉄骨造平屋建 728.02㎡ 

諸室構成：直売スペース、店舗下屋、風除室 2箇所、食堂スペース 42 

席、テナントスペース 2コマ、情報コーナー兼休憩スペー 

ス、男子用トイレ、女子用トイレ、多目的トイレ、ベビール 

ーム、事務所、倉庫、職員休憩室、ロッカー室（男女）、 

厨房、バックヤード、加工室更衣室 

駐車場 駐車場：普通車 73台、大型車 9台、屋根付き身障者・妊婦用等優先駐車

4台、ソーラーカーポート 2ヵ所 

公園 広場 1、広場 2、緑地 1、緑地 2 

その他 高圧受電設備 一式、浄化槽設備 一式、急速充電器 １台 

 

２．申込資格 

（１）団体であること。（法人格の有無は問わないが、個人での申し込みは不可） 

（２）団体又はその代表者が次の事項に該当しないこと。 

  ア 法律行為を行う能力を有しないもの。 

  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの。 

  ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合

を含む。）の規定により、本村における一般競争入札等の参加を制限されているもの。 

  エ 自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの。 

  オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、自治法第９２条の２、第１４２条（同

条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触するもの。 

  カ 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号）第３条又は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認

定された日から２年を経過しないもの。 



 

  キ 天栄村税、福島県税及び国税について滞納がないこと 

  ク 暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第 

２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）の統 

制下にない団体であること。 

 

３．申込書類 

   申し込みにあたっては、以下の書類を村に提出する。なお、村が必要と認める場合には追加資料の提

出を求める場合がある。 

（１）指定管理者指定申請書（様式第１号） 

（２）申込資格を有していることを証する書類 

申込資格 書類の内容 

２（１） 

法人の場合 
・法人登記簿の謄本 

・団体の定款、規約、その他これに相当する書類 

非法人の場合 ・団体の規約 

２（２） 

ア、イ 

法人の場合 不要 

非法人の場合 代表者の身分証明（住民票可） 

２（２）ウ、エ及びカ、ク 
・２（２）ウ、エ及びカ、クに該当しない旨の申立書（任意

様式） 

２（２） 

キ  

国 税 及

び 地 方

税 

納税義務があ

る場合 
納税証明書（この要項の配布開始日以降に交付されたもの） 

税納税義務が

ない場合 
その旨を記載した申立書（任意様式） 

（３）管理施設事業計画書 

（４）管理に係る収支計画書 

（５）自主事業計画書 

（６）団体の経営状況を説明する書類 

  ア 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産的取引活動をしている団 

体のみ） 

  イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成しているもののみ） 

ウ 現事業年度の収支予算書又及び事業計画書（既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定

管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ） 

  エ 団体事業報告書を作成している場合は、その報告書 

オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類（損益計

算書、利益処分計算書等も含む） 



 

 

４．申込方法 

（１）申込期間 

     令和７年１０月２２日（水）から令和７年１１月１２日（水）まで 

（２）受付時間 

     午前８時３０分から午後４時００分まで 

     ※ 郵送の場合は、令和７年１１月１２日（水）までに必着とする。 

（３）提出部数 

     正本１部、副本１部 

（４）質問等 

     質問等がある場合は「質問書」（任意様式）により令和７年１０月２２日（水）より令和７年

１０月３０日（木）までに郵送又はファックスまたは電子メールで送付のあったものを受付し、

回答は令和７年１１月４日（火）に開催する募集説明会において行うものとする。   

（５）募集説明会の開催 

ア 開催日時：令和７年１１月４日（火）午後４時 

    イ 開催場所：直売施設内「食堂スペース」 

ウ 申込方法：別紙申込書により令和７年１０月３０日（木）午後４時００分までに郵送又はファッ

クスまたは電子メールで天栄村産業課まで申し込むこと。 

ファックス：0248-82-2718 電子メール：sangyouka@vill.tenei.lg.jp 

 

５．選定基準 

（１）直売施設設置条例の目的を尊重し、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるも 

のであること。 

（２）公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

（３）公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

（４）公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保 

できる見込みがあること。 

 

６．管理の基準 

  指定管理者は直売施設を利用する者（以下「利用者」という）の利便及び農林水産物等の販売促進業

務に供するため、次の管理基準を定める。 

（１）業務について 

  ア 直売施設の維持管理に関する業務 

イ 農林水産物等及び地域特産品、民芸品及びその他物品の受託販売 

  ウ 飲食物の提供 

  エ 電気自動車急速充電機の提供 

  オ その他村長が直売施設の管理上必要と認める業務 

（２）直売施設の開所期間について 

   直売施設の開所期間は毎年４月１日～３月３１日までとする。 

 



 

（３）開所時間について 

   直売施設の開所時間は、午前８時から午後６時までとする。 

   ただし、気象状況その他の事由により指定管理者が必要と認めるときは、開所時間を短縮又は延長

させることができる。 

（４）施設管理に伴う人員の確保及び資格について 

  ア 総務事務の職員等を配置すること。 

  イ 物品販売のため、職員等を配置すること。 

  ウ 直売施設の管理については、防火管理者の届出を必要とするため、有資格者を配置すること。 

  エ 飲食物の提供を行うため、食品衛生管理の有資格者を配置すること。 

  オ 申込みの時点でウ・エの資格を保有する職員等がいない団体等は、令和８年３月３１日までに資

格を取得すること。 

  カ 直売施設の職員配置については、現従業員の継続雇用を含め、できるだけ村内からの採用に配慮

すること。（管理施設事業計画書「４－（１）職員の配置及び組織図」において職員数及び雇用条

件について具体的な計画を記載のこと。） 

 

７．管理費用について 

管理費用は、天栄村が指定管理者に支払う指定管理料と指定管理者が得る利用料金収入をも

って充てる。 

（１）指定管理料 

指定期間内における１年毎の指定管理料の額は、事業計画書や収支計画書等の内容及び運営計画、

村の財政状況等を踏まえて総合的に検討し、指定管理者と協議の上、協定書に定め指定管理料として

支払う。 

なお、指定管理料については、指定管理料の算定基礎である当初収支計画書に対し、光熱水費等管

理運営に要した経費及び施設利用料収入に大幅な増減があった場合は、村と協議の上、指定管理料を

変更することができる。 

   指定管理料上限額は９，０００，０００円（消費税込み） 

（２）利用料金 

  ア 直売施設の利用料金は、自治法第２４４条の２第８項の定めによる指定管理者の収入とする。 

  イ  利用料金の額は、直売施設設置条例第７条に定める額を限度とし、村長の承認を得て決定する。 

 

８．管理業務 

（１）直売施設を利用する者が安全に利用できるようにするための施設の修繕、設備の点検、清掃、 

案内、秩序維持管理、衛生的環境の確保、火災・盗難などの事故、事件の予防等の措置を行うこと。 

（２）直売施設の利用料金の収受業務 

（３）上記業務に付随する業務 

（４）施設の使用、管理上の瑕疵によって生じた損害賠償については、指定管理者が責任を負うものと

する。 

 

９．指定管理者に指定しようとする期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 



 

 ただし、自治法第２４４条の２第１１項の規定により、村長は取り消し又は停止を命ずることができ

る。この場合、指定管理者に損害が生じても賠償責任は生じない。 

 

10．添付資料 

（１）施設の配置図、平面図、立面図 

（２）観光客入込数、レジ通過人数、食堂利用者数（令和５年度分、令和６年度分） 

（３）直売施設の利用実績及び収支決算書（令和５年度分、令和６年度分） 

 

11．その他 

（１）様式について 

    申込み様式は、当村の様式を使用すること。 

（２）申込みの撤回・申込書類の修正について 

    申込みの撤回・申込書類の修正は軽微な修正を除いて修正できない。 

（３）申込者からの聞き取りについて 

    必要に応じて、申込者から提出書類の内容について聞き取りを行う。 

（４）著作権等について 

      事業計画等の著作権は、申込団体に帰属する。ただし、村は指定管理者の審査、公表等に必要な 

場合は当該事業計画書等の内容を無償で使用できるものとする。なお、提出された書類は原則とし 

て返却しない。 

 

12．申込書類の提出先 

〒９６２－０５９２ 天栄村大字下松本字原畑７８ 天栄村産業課 

  電話  ０２４８－８２－２１１７ 

   ＦＡＸ ０２４８－８２－２７１８ 

  e-mail sangyouka@vill.tenei.lg.jp 

 











年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

令和5年度 12,787 12,871 19,482 14,148 16,728 13,872 16,734 14,563 10,975 10,347 13,186 14,331 170,024

令和6年度 17,862 19,591 16,521 15,710 19,520 17,155 18,377 18,614 12,926 10,000 9,900 15,000 191,176

※　天栄村農林水産物直売施設「季の里 天栄」は令和5年5月25日にリニューアルオープン

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

令和5年度 12,787 12,870 19,482 14,148 16,726 13,692 16,734 14,563 10,975 8,656 10,960 11,757 163,350

令和6年度 14,700 16,076 13,807 12,958 15,781 13,945 15,100 15,337 10,686 8,355 8,251 12,098 157,094

※　天栄村農林水産物直売施設「季の里 天栄」は令和5年5月25日にリニューアルオープン

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

令和5年度 0 1,113 4,342 3,584 3,913 3,157 3,306 2,827 2,413 1,691 2,225 2,573 31,144

令和6年度 3,162 3,515 2,714 2,752 3,739 3,210 3,277 3,277 2,240 1,637 1,650 2,556 33,729

※　天栄村農林水産物直売施設「季の里 天栄」は令和5年5月25日にリニューアルオープン

（単位：人）

天栄村農林水産物直売施設「季の里 天栄」観光客入込数

天栄村農林水産物直売施設「季の里 天栄」レジ通過人数

天栄村農林水産物直売施設「季の里 天栄」食堂利用者数

（単位：人）

（単位：人）











 

 

様式第１号(第１条関係)  

 

指定管理者指定申請書 

 

                                 年  月  日 

                      

天栄村長 様 

                      

              申請者 住所又は主たる事務所の所在地 

名称及び代表者の氏名                     印   

 

 下記の公の施設について、指定管理者の指定を受けたいので、天栄村公の施設の指定管

理者の指定手続等に関する条例第２条の規定により申請します。 

 

記 

 

公の施設の名称 

 

添付書類 

 １ 当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書 

 ２ 定款、寄附行為又はこれらに準ずる規約を記載した書類 

  ３ 法人にあっては、登記簿の謄本 

 ４ 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類 

 ５ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他 

の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類 

 ６ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の団体の業務 

の内容を明らかにすることができる書類 

 ７ その他村長が定める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A 列 4 番とする。 

 



 

 

                      管 理 施 設 事 業 計 画 書                    

 

１．団体の理念 

  （１）団体の経営方針 

 

  （２）指定管理者の申請理由 

 

２．管理運営を行うに当たっての経営方針 

 

３．管理運営の具体策 

 

４．施設の管理 

  （１）職員の配置及び組織図 

 

  （２）職員の教育研修 

 

   （３）管理運営するための有資格者の有無 

 

   （４）類似施設の管理実績又は経験者の有無 

 

５．施設の運営 

  （１）自主事業計画（別紙） 

 

  （２）サービス向上のための方策 

 

  （３）利用促進のための方策 

 

   （４）運営経費節減のための方策 

 

   （５）一部業務委託の範囲と委託先 

 

６．個人情報の保護措置 

 

７．緊急時の対応策及び防犯体制 

 

８．その他 

   （１）雇用計画 

 

   （２）自主事業計画と地域との関係（地域貢献） 

 

  



 

 

管理に係る収支計画書 

               （単位：千円） 

項     目 金    額 摘      要 

収 

 

 

 

入 

  

 

 

     収  入  合  計   

支    

 

 

 

 

 

出 

   

     支  出  合  計   

 

  



 

 

自 主 事 業 計 画 書               

 

  実 施 時 期        事 業 名          事 業 内 容               

   

 



 

天栄村公の施設の指定管理者募集説明会申込書 

（施設名：天栄村農林水産物直売施設「季の里天栄」） 

 

年   月  日  

 

  令和７年１１月４日（火）に開催される上記、説明会への参加を申し込みます。 

 

 

 

 

  参加者氏名（団体名）                   

 

  住   所                        

 

  連絡先（電話番号）                    

 

  担当者名                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


